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わが国銀行監査制度の史的考察
-—銀行検査制度と外部監査制度を中心にして＿
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I はじめに

わが国の銀行を取り巻く環境は，新世紀を迎えて，ますます厳しさを増し

てきている。特に，銀行を監査している金融庁（旧大蔵省） ・日本銀行・外

部監査人（公認会計士） ・内部監査（検査部）は，社会からその役割を注目

され，以前にも増してその責任が重くなっている。

かかる状況のもと，これまでのわが国銀行監査制度の実態はどのようなも

のであり， また現在どのような問題が発生しているのか。この点をあきらか

にすることは，単に回顧的なことだけではなく，むしろわが国銀行監査制度

を監査論の立場から考えるためにも必要なことである。

図表 1を見ていただきたい。わが国銀行監査制度の各監査主体は，大別し

て五つある。第一に監督当局である金融庁（旧大蔵省）の金融検査は，明治

5 (1872)年国立銀行条例発布よりはじまる。第二に日本銀行の考査は，大

正15(1926)年金融制度調査会よりはじめられた。第三の公認会計士による

外部監査は，昭和49(197 4)年商法改正よりはじめられた。そして，銀行の

内部監査は，明治 6 (1873)年第一国立銀行の設立当初より取締役の中から
（］） 

選任されてその任に当たる検査掛を設けたところからはじまる。第五の国際

(1) 第一銀行 [1926]16頁。
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機関の BIS(Bank for International Settlements : 国際決済銀行）は，昭和

4 (1929)年に設立されたが，銀行監査について注目をされたのは，昭和63

(1988)年 「自己資本測定と自 己資本碁準の国際的統一化 (InternationalCon-

vergence of Capital Measurement and Capital Standard)」（以後バーゼル

合意と略称）の公表後である。

固表 l

明治 大正 昭和 平成

金融庁（旧大蔵省） M5 • 
B 本 銀 行 Tl5 • 
外 部 皿臣 査 S49 • 
内 部 監 査 M6 • 
B I s S4 • 

特に，銀行は，その強い公共性のゆえに設立当初から，組織，業務運営等

広い範囲にわたって各種の規制を銀行監督当局から受けてきた。その銀行監

督当局である 「金融庁（旧大蔵省）の金融検査」と 「日本銀行の考査」 との

間にも，内容について次のような相違点がある。それは，金融庁の検査が法

律の根拠に甚づき実施されているのに対して，考査は， 日本銀行と取引関係

のある金融機関との契約に甚づいて，その目的達成のために行われる。（平成

9 (1997)年 「日本銀行法」の改正より，考査に関する規定が付け加えられ
(2) 

た。）さらに，金融庁（旧大蔵省）の検査が抜打ちで実施するのを原則 とし，

対象金融機関の営業店に立ち入り，現物検査を行うのに対して，考査は事前

の予告を行うなどの違いがある。

(2) 「新日銀法」では， B銀の行う業務内容の明確化を図る親点から，新たに日銀が

取引先金融機関との「Mlで考査に関する契約を締結できるとの規定（第44条）と金融機

関等の 「事務負担に配應しなければならない」（第44条2)と財務大臣または金融庁

から要請があった場合には，日銀は，考査に関する資料・書類を閲覧させることがで

きる（第44条3) との規定が付け加えられた。
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金融検査と外部監査人（公認会計士）による会計監査との関係は， 日本公

認会計士協会の業務別監査委員会 (2000年）第18号「会計監査と金融検査と

の連携に関するガイドライン」の中で「会計監査は，財務諸表全体の適正性

について監査意見を表明するものであるが，それは，有効な内部統制に依拠

し，試査によって行われる。すなわち， リスク・アプローチに基づき，被監

査会社に係る監督上のリスクおよぴ経営環境や内部統制の有効性を評価した

うえで監査手続の種類，その実施時期および試査の範囲を決定することとさ

れている。ここにおいて経営環境の中には，金融庁による金融検査およぴ監

督も含まれている。会計監査上，金融検査の結果にそのまま依拠することは

できないが，常に注意を払う必要があり，必要に応じて検査官と直接情報交

換を行うことがリスク・アプローチおよび監査の効率化の観点から適切であ

ると考えられる。」と金融検査の利用を監査の効率化という観点から認めてい

る。

最後に銀行の内部監査であるが，その歴史は古く，現在も検査部による検

査は「抜き打ち」で行われている。しかし，銀行の内部監査が以前に比べて

注目されるようになったのは，最近のことである。その理由は，近年，金融
(3) 

機関の「自己責任の原則」が徹底され，今まで以上に内部管理体制の構築が

求められている。さらに，国際的な流れである。例えば BISのような国際機

関の規制が，他の先進諸国の金融監督当局において，その璽要性が認識され
(4) 

るようになったためである。

本論文では，わが国最初の銀行の監査主体である大蔵省（現金融庁）の金

融検査と外部監査人（公認会計士）の監査制度を時代ごとに1府嗽し， どのよ

うに銀行監査制度が変化してきたのかを考察し，さらに各時代の国際機関の

規制と合わせて考察するものである。

(3) 金融監督庁 [1998]「新しい金紬検査に関する基本事項について」

(4) BIS [2001]「銀行の内部監杏およぴ監督当局と監査人との関係」
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なお，銀行監査制度に関する研究がきわめて少なく，また資料的限界もあっ

た。したがって，本論文では銀行監査制度の歴史的事実を監督当局と外部監

査人から整理紹介したものになることを予め断っておきたい。

II 監 督 当 局 に よ る 金 融 検査

1. 明治の金融検査

わが国の金融制度は，近代的銀行制度の導入にあたり，イギリス人から理
(5) 

念と実務の指導を受けた。そのため，商業銀行主義の理念が持ち込まれた。

さらに， ドイツの金融制度である分業主義に基づく銀行制度が施行されたと

ころに特徴がある。すなわち，当時の銀行制度は，殖産興業を金融面から支

えることを目的としてイギリス流の商業銀行の理念に基づき構想され，商業

銀行としての普通銀行，大衆貯蓄機関としての貯蓄銀行，長期金融・資金金

融に特化した特殊銀行（特別法に基づき説立された銀行）というように，資
(6) 

金需要の性質に見合った専門金融機関が分業的に創設されていった。そして，

わが国の近代的会計制度およぴ監査制度も又，この銀行制度の中で形成され
(7) 

ていった。

図表 2

明治 5年11月 「国立銀行条例」

第17条では，紙幣頭は大蔵卿の許可にしたがって検査役を国立銀行の本支店に派遣

し，諸簿冊計算その他の取扱状況を検閲させ，銀行の業態と銀行役員がこの条例に

したがって経営をおこなっているかどうかを監督し，その検閲の状況について書面

により報告させた。

金融検査研究会 [1991]8-14頁より加筆引用。

国立銀行は「国立銀行条例」に即して明治 6(1873)年に第一国立銀行（の

(5) 要求払預金という流動性の高い預金の取り扱いが認められた銀行の資産は短期

の安全・確実なものでなければならず，その貸出は原則として商業手形の再割引に限

定されるべきである， という理念。

(6) 日本銀行金融研究所 [1995] 7 -8頁。

(7) 原征士 [1989] 1頁。

4
 



甲南経営研究 第43巻第 3号 (2002.11) 

ちの第一勧業銀行，現 UFJの始祖）が開設された。それ以後，各地に設立さ

れていった。この「国立銀行条例」の中には，銀行会計についての帳簿・計

表・決算に関する規定があった。さらに，明治 5 (1872)年10月当時横浜に

あった CharteredMercantile Bank of India, London and Chinaの幹部行

員であったアラン ・シャンド (AlexanderAllen Shand, 1844-1929)を紙幣寮

（大蔵省銀行局の前身）付書記として招聘し，銀行員養成のための事務およ

び銀行簿記法を講述させた。この講義を整理増補して翻訳したのが明治 6

(1873)年12月刊行の「銀行簿記精法」と明治10(1877)年 5月刊行の「銀

行大意」の両書である。その二冊以外に，彼の手による「 H本国立銀行事務

取扱方」がある。その後，アラン・シャンドは，明治10年 3月退職して帰国
(8) 

するまで，わが国銀行業の基礎を築く上に大きな功績をのこした。特に，「小

野組破産事件」による，わが国最初の近代的監査を指揮し「第一国立銀行検

査報告書」の作成に重要な役割を果たした。

「小野組破産事件」は， 『国史大辞典』によると次のような事件であった。

小野組は江戸時代，近江（滋賀）から出て南部（盛岡），京都などを本

拠に商人として活躍。やがて両替屋も営み，幕府の金銀御為替御用達を

務める豪商でした。明治維新では御用金を提供し，新政府の財政確立に

貢献，政府・各府県の為替方になる一方，米穀・ 生糸取引を手がけ，製

糸場や鉱山も経営。さらに三井組とともに三井小野組合銀行を組織し，

これがのち第一国立銀行となった。小野組は維新後数年にして巨大化し，

三井組と雁行して繁栄したが，その経営には放漫なところがあったし，

本籍を東京に移すにあたり，有名な小野組転籍事件をおこした。横村正

直京都府大参事は小野組が京都から去っては徴税や寄付金に影響する関

係もあり，京都の衰微をおそれて転籍のことを握りつぷそうとした。小

(8) 片野一郎 [1977] 1 -5頁。
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野組は京都府を相手どって司法省に出訴するに至った。その結果小野組

の勝訴になったが，長州閥の恨みをかうことになった。明治 6年より政

府の為替方に対する方針は次第に過酷となり， 1874年（明治 7年） 2月

には各府県為替方設置手続およぴ為替規則に修正をほどこし，為替方は

毎年取り扱うべき金額の概算 3分の 1を担保として提出すぺしとして，

同年10月22日にはこれを修正して担保額を預け金相当額に引き上げ，同

月24日さらに令して追加担保の提供期限を12月15日限りとした。 11月に

入って政府の追及はますます過酷となり，大蔵省は各府県に対して電報

をもって小野組に預け入れた金額を一時に取り立つぺしとの厳達をなし

た。そこで，為替御用，官省府県の金額出納扱い御免を自発的に願い出
(9) 

たもので，清算の段階に入り破綻した。

第一国立銀行は，株主の小野組に杜撰な貸付けを行なっていたので，小野
(10) 

組破産とともに経営危機に陥った。この事態に紙幣寮は，事件後 4ヶ月，明

治 8 (1875)年3月検査役としてアラン・シャンドを任命しその実際処理にあ

たらせた。そもそも，国立銀行は，図表 2の「国立銀行条例」第17条の趣旨

によって行われるものであって，本来明治 6年度中にも行われていなければ

ならなかったが，当時の銀行業務はまだ整備されておらず，簿記の知識も普

及していなかった。当然，検査報告書の雛型もなかった。このような状況の

もと，アラン・シャンドは，わが国最初の銀行検査を行い「第一国立銀行検

(9) 木村又次 [1986]886-887頁。

00) 「第一国立銀行検査報告書」によると，貸付金は小野組及ぴ番頭の古河分をあわ

せて 1,313,000円であった。 加藤俊彦，大内力編著 [1963] では 「貸付金は•• • •••六～七

年までは， 二百万～三百万といった巨額にのぽっている。……実はこれらの貸付はほ

とんどが出資者たる三井 と小野， もしくはその関係者にたいする貸付であったので

ある。しかもそれは放漫な貸付であった。」

(11) 片野一郎 [1977]34頁。

「これは，わが国における近代会計監査制度の先駆をなしていたものとして重視さ

れるべきものである」と述べている。
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(11) 

査報告」を提出した。その報告書の（第二）で検査手続と検査員の人員につ

いて以下のように述べている。「紙幣ノ片紙ヲ一々計算スルハ極テ成シ難キ事

ナルハ論スルヲ待タズシテ知ルヘシ。故二是レハ壱束ツ，検査セリ 。金貨ハ

綿密二之ヲ秤星セリ。地金銀ハ悉サニ賓見セリ。公債證券ハー々二算裳セリ。

然レトモー々銀行二於テ用意未夕整ハズシテ順序ノ煩雑セルト ーハ検官ノ未

夕習練セザルト（尤モ是 レハ必ズ速カニ熟達スヘキ事ヲ信ズ）二因テ十分ニ

公債証書ノ差引勘定ヲ得ル能ハザリシ。然レトモ次キノ検査二於テハ必ス十

分二整備スヘキ事ヲ思ヒ，衷情窃カニ之ヲ楽メリ 。」特に将米の事案として，

検査員の専門的知識の教育について改善を要望している。

この当時の銀行検査は，現在行われている全店の総合検査ではなく，各店

舗別の臨店検査であ った。それは，「資産負債の不符合」，「帳簿整理の不備」，

などの改善指導を目的としていた。

図表 3

明治 9年 「国立銀行条例」の改正

第73条では，検査機能を地方庁まで拡張した。そして第75条では株主に検査請求

権を認めることにより，株主の地位を強化し，銀行設立を奨励した。

明治 9年 検査制度として「銀行検査手続」及び「一般の心得」を定めた。

明治10年西南戦争勃発

明治15年 日本銀行開業

明治23年 わが国最初の資本主義的恐慌

同 年「銀行条例」を公布

第8条 「大蔵大臣ハ何時タリトモ地方長官又ハ其ノ他ノ官吏二命ジテ銀行ノ業

務ノ実況及財産ノ現況ヲ検査セシムルコトワ得」で規定した。

明治24年 「銀行検査官処務規定並びに注意」を制定

明治27年 日清戦争勃発 (28年4月講和）

明治29年 「銀行検査処務規定並ぴに検査順序，方法及び報告書式」を仮案

明治31年 「銀行検査心得」を制定

国立銀行の「銀行検査官処務規定並びに注意」を準用していたが，「銀行検査心得」

を制定により，普通銀行独自の検査手続が定められた。

明治32年 「商法」の制定

同 年 「銀行検査心得」の改正

明治37年 日露戦争勃発 (38年9月講和）

金融検査研究会 [1991]8 -14頁より加筆引用。
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明治 9 (1876)年「国立銀行条例」が大改正され，同時に「銀行検査手続」

及ぴ「一般の心得」の検査制度も定められた。これに基づいて検査報告書の

雛型も定められた。

「銀行検査手続」は，現金，有価証券その他諸勘定の照合の方法，検査実

施上の着眼事項を規定したものである。それは，着手の手続，有高検査の事，

公債証書有高の事，貸付金の事，定期預金の事，当座預金の事，法用預金の

事，振出手形の事，割引手形の事，代金取立手形の事，支払銀行手形の事，

質物流込の事，諸簿冊突合の事，報告書の事の14節か らなっていた。

「検査一般の心得」は，検査出発前の調査事項，現物検査についての配慮，

不備事項のあった場合の処理，答申書の徴求，報告書の提出等，検査の規程

を定めたものであった。

この検査制度によって，銀行検査は，明治11年 (65回）• 明治12年 (107回）．

明治13年 (177回） ・明治14年 (191回）実施された。その後，経済界の好況

によって，年間20回前後と減少した。しかし，明治23-24年にかけて不況にな

り，銀行の取付け，倒産するものが増えたので，検査制度の「銀行検査手続」

及ぴ「一般の心得」を廃止し，検査をより厳正に実施するために，明治24(1891) 

年「銀行検査官処務規定並ぴに注意」が制定された。翌年の銀行検査は103回
(12) 

になった。

その後，明治31(1898)年には，普通銀行独自の検査手続である「銀行検

査心得」が制定された。さらに明治32(1899)年 3月「商法」制定によって，

会社組織の法的整備もなされ，一般の銀行業務は，普通銀行の形式を採用す

ることになった。国立銀行が閉鎖または普通銀行に転換していくと同時に，

銀行検査もその対象を普通銀行へと移行していった。明治32年の 「銀行検査

心得」の改正では，報告書を簡索化し，地方長官に国立銀行と同じく検査事

(12) 金融検査研究会 [1991]11頁。
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務を委任するなどの措置をとった。

当時大蔵省は，地方長官に対して次の事項について検査上注意するように
(13) 

通達した。「放漫な役員関係先貸出」，「役員に対する大口の信用供与」，「貸出

金の事後管理不十分」，「保証人に対する債務履行請求の怠慢」，「1賞却不足又

は損失の隠蔽」，「資金の固定化」，「資金計画の欠如」，「担保品の流用」，「不

適格な担保の徴求」，「特利預金」，「自己株担保」

明治時代の金融検査制度を見ると，まさに未知の制度のわが国への土着化

の時代であった。まず，アラン・シャンドによる第一国立銀行の検壺を皮切

りに，国立銀行の各店舗ごとの検査が実施された。国立銀行が閉鎖又は普通

銀行へ転換したときには，国立銀行の検査を基礎とした普通銀行の金融検査

制度が確立していった。このように，明治時代は，銀行制度の変化とともに，

金融検査制度が頻繁に制定およぴ改正された時代であった。

2. 大正の金融検査

図表 4

大正 3年7月 第一次世界大戦勃発 (8月，日本参戦）

大正 5年 3月 「銀行条例」の改正

第8条の 2の追加で，大蔵大臣の処分権を認め，検査の結果に実効性を与えた。

「大蔵大臣ハ銀行ノ業務又ハ財産ノ状況二依リ必要アリト認ムルトキハ其事業ノ

停止ヲ命シ其他必要ナル命令ヲ為スルコトヲ得

銀行力法定款又ハ大臣ノ命令二違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為シタルトキハ大蔵

大臣ハ事業ノ停止若ハ役員ノ改任ヲ命シ又ハ営業ノ許可ヲ取消スルコトヲ得」

大正 7年 9月 第一次世界大戦終結

大正 9年 第一次世界大戦後の恐慌

大正12年9月 関東大震災

大正15年 4月 「銀行其他金融機関検査充実計画」案の作成

同 年11月 「銀行検査規定」，「銀行検査報告書様式」，「銀行検査心得」の制定

従来の金融検査に関する諸規定を全面的に改廃した。

金融検査研究会 [1991]14-15頁より加箪引用。

(13) Ibid., 14頁。
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大正時代に入ると， H露戦争後の不況と大正3(1914)年の第一次世界大戦

勃発のため，経済界が混乱した。そのため，大正 4 (1915)年8月に検査専任
(14) 

の事務官を設置し，検査事務の円滑な促進を図った。

その後，第一次世界大戦が長期化したため，経済界が活況になった。しか

し，第一次世界大戦の終結とともに，従来の放漫な投資ため，大正 9(1920) 

年から，わが国の経済界は恐慌に陥った。以後，不況から脱出できず大正12

(1923)年には関東大震災が起こった。その結果，大正末期から昭和初期に

かけて，銀行は取付け，支払停止，倒産などがおこった。このような状況に

対して，大蔵省は，「金融機関検査の充実」として，検査方式を臨店検査であっ

たのを大正13(1924)年から書面による検査も併せ実施 し，検査の回数を増

やした。さらに，「弱小銀行の合併推奨」，「弱小銀行乱立の防止」，「銀行の資

本金充実」を進めた。しかし，従来の「銀行条例」では，合併に対して法的

権限がなかったため，十分な効果をあげることができなかった。

大蔵省は，金融行政を強力に推進するため，「銀行条例」を次のような 目的

を達成するために改正することにした。①金融機関検査の充実，②弱小銀行

の合同推奨，③弱小銀行乱立の防止と銀行の資本金充実である。そして成立

したのが，昭和 2 (1927)年の「銀行法（旧銀行法）」である。

このように，大正時代の金融検査制度は，長期の不況による銀行の破綻を

うけて，「弱小銀行の合併推奨」，「弱小銀行乱立の防止」，「銀行の資本金充実」

などの金融行政を強力に推進することを目的とした金融検査であった。

3. 昭和の金融検査

図表 5

昭和 2年3月 東京渡辺銀行休業，金融恐慌の幕開く

同 年3月 大蔵省官制を改正し，銀行局に検査課を設置する。

同 年3月「銀行法」を制定

(14) 金融検査研究会 [1991]14頁。
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昭和 2年 「計理士法」の公布

昭和 8年 準戦時体制の確立

昭和11年2月 2・26事件

昭和12年7月 日華事変勃発

昭和16年12月 太平洋戦争勃発

昭和17年 銀行検査は中止

昭和20年 8月 太平洋戦争終結

金融検査研究会 [1991]15-17頁より加箪引用。

昭和初期の金融検査制度は，大正末期の「銀行検査規定」，「銀行検査報告

書様式」，「銀行検査心得」を検査行政が中止になるまで検査の準則として使

用した。さ らに，昭和 2年 「銀行法（旧銀行法）」が制定した。しかし，昭和

8 (1933) 年以降，戦時体制へと向かい，従来の預金者保護の原則は後退し，

代わって金融統制が確立していった。結局，昭和17 (1942) 年には「金融団

体令の公布」，「金融統制会の設立」など，金融統制を更に一歩進めるととも

に，検査行政は不要不急とみなされ，検査機構の廃止とともに銀行検査は中

止された。

図表 6

昭和20年8月 太平洋戦争終結

昭和21年 銀行局に監査課を設置

同 年 監査課を廃止，検査部の設置

検査要員の拡大強化と地方財務局への検査担当官の配置が図られた。

同 年 「金融機関検査規程」，「金融機関検査要領」が制定

昭和23年 7月 「公認会計士法」が制定

昭和27年5月 「金融機関検査規程」の改正，「金融機関検査要領」の廃止

昭和57年4月 「銀行法」の大改正

金融検査研究会 [1991]17-21頁より加箪引用。

太平洋戦争後の昭和21 (1946) 年銀行局に監査課が設晋され， さらに昭和

23 (1948) 年には監査課に代わって検査部が設置された。そして，検査要員

の拡充強化と地方財務局への検査担当者の配置が定められた。

当時，アメリカ式の検査方式（①徹底した実証主義および臨店主義 ②科

学的検査基準の確立による統一的検査 ③検査と監督行政の分離 ④法律の

11 
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追守）の導入が検討された。しかし，わが国の銀行は，多数の支店を持って

いたので，アメリカ式の臨店方式をそのまま実施できなかった。そのため，

アメリカ方式の長所を極力取り入れながら，昭和26(1951)年に次のような
(15) 

新検査方式がまとめられた。

(1) 検査の目的として，金融機関の「安全性」のみならず，「公共的機能の

発揮」を掲げ，法令遵守，適正な業務運営の確保もこれに含ませるこ

とにした。
(16) 

(2) 資産の分類方式は，アメリカ方式を採用した。

(3) 検査報告書様式を，定型化した。

(4) 検査と監督行政の分離を徹底した。

(5) 検査報告書の写しは，経営者の指針とするため，差し支えのある部分

を除いて相手銀行に対し，示達書とともに交付することにした。

この新検査方式の制定によって高度成長期に於ける金融検査の基礎が確立

した。その後銀行は潰れないという「護送船団方式」のもと，銀行経営が安

定時代にはいった。

昭和57(1982)年「銀行法（新銀行法）」が，金融規制緩和等によって大改

正された。その第 1条（目的）の 2 「この法律の運用に当たつては，銀行の

業務の運営についての自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならな

い。」と銀行の自主性が尊重されるようになった。このように銀行の公共的，

社会的責任が従米よりも一層強く問われることになった。さらに昭和59

(1984) 年 5月の「日米円・ドル委員会報告書の公表」を契機として，資本

市場の自由化・国際化のペースが一段と加速したため，銀行監査制度は，わ

が国の銀行のみならず世界の経済状況，金融監督局および国際機関の動向も

(15) 金融検査研究会 [1991]17-21頁。

(16) アメリカでは，複数の機関により検査が実施されているが，その方式は相互の連

絡により統一されている。貸出金等の資産の良否の判定は， IからIVの分類すること

により行われるが，その判定には一定の甚準が定められていた。

12 
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考慮しなければならなくなり，その役割はますます重要になった。

戦後の金融検査制度は，公的機関の強力な規制のもと発展してきた。しか

し，資本市場の自由化・国際化のため，従来の公的機関の銀行監査制度が，

諸外国から「不透明」という批判を受けるに至った。

4. 平成の金融検査

図表 7

平成 8年11月 「金融システム改革（日本版ピックパン）」

平成10年4月 「日銀法」の改正

日本銀行の「独立性」を法制度として明確にした。

同 年4月 「早期是正措置」の導入

金融機関の経営の健全性を確保するため，監督当局が自己資本比率という客観的

な基準を用い，必要な是正措置命令を迅速かつ適切に発動していくことで，金融

機関の経営の早期是正を促す。

同 年5月金融監督庁設置

平成11年7月 「預金等受入機関に係る金融検査マニュアル」を発表

平成12年 7月 金融監督庁から金融庁になる

平成13年 1月 金融庁設置（内閣府の外局）

内閣府の外局になることによって，金融庁の権限が強くなった。

昭和後半から平成にかけて，わが国の金融市場，金融機関業務の「国際化」
(17) 

と世界的な金融の「グローバル化」が同時に進行した。さらに「グローバル

化」は金融市場・商品間の連関性の高 まりをともなって進行してきた。 こう

した動きに大きく貢献したのは，金融派生商品取引や証券化に代表される金
(18) 

融革新の進展であった。

金融の「グローバル化」は，中央銀行，金融監督当局に金融政策の有効性

(17) 「国際化」およぴ「グローバル化」の意味は必ずしも厳密に定義されておらず，

同様の意味で使われることもある。本論文では，「国際化」 (internationalization)を，

国境で分断された各国の市場の存在を前提にして，各国市場間の連携の強まりを指

すものと考える。そして「グローバル化」はそうした連携が進展することにより各国

金融市場間の相違が小さくなり，金融取引の国境が消滅していく状況 (transna-

tionalization) としてとらえた。

(18) 鈴木淑夫，岡部光明 [1996]160頁。
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の確保や安定的な金融システムの維持をめぐって新たな課題をもたらした。

例えば，金融市場で国境間・市場間の区別がなくなり，情報の伝達速度が

速まっていることから，「システミック・リスク」の存在などがあげられる。

凶表 8 プルーデンス政策の類型

実施・運営主体

公的当局 民 間 部 門

競争制限的規制 市場によるチェック

事前的措晋 バランスシート規制 業界の自主規制

金融機関検査・考査

中央銀行の貸出 相互援助制度

事後的措置 預金保険 預金保険

公的当局による救済

鈴木淑夫．岡部光明 [1996]200頁より。

政策当局としては，「システミック・リスク」の顕現化を防ぎ，グローバル

な金融システムや決済システムの安定性を確保するため，プルーデンス政策

(prudential policy) を実行しなければならなくなった。そのためには，各国

の中央銀行およぴ銀行監督当局が国境や監督対象を越えて協力しあうことが

求められた。そのプルーデンス政策の類型を表にしたのが，図表 8である。

プルーデンス政策は，公的当局あるいは民間部門によるものか，事前的措

薗あるいは事後的措罹によるものかという 2つの甚準を軸にして分けられて

いる。

「公的当局／事前的措臨」は， 一般に公的規制と呼ばれているもので，銀

行業務への参入規制，店舗規制，金利規制といった競争制限的規制のほか，

自己資本比率規制に代表されるバランスシート規制およぴ検査・考査などか

らなる。

「公的当局／事後的措置」は， 預金保険， 中央銀行による最後の貸し手機

能および公的当局による救済措置の実施がある。

14 
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「民間部門／事前的措置」は，市場規律を重視する方策や各種業界団体に

よる自主規制があげられる。

「民間部門／事後的措阪」は，民間銀行間の相互保障協定や援助活動があ

る。

それぞれの措臨の役割や内容は固定的なものではなく，情報化，グローバ

ル化に伴う市場構造の変化に応じて変わる。

このようにプルーデンス政策は種々の形態をとるが，最近では，画ー的で

指揮・命令型の公的規制が相対的に後退する一方，グローバルな金融市場で

の私的自治 (privatemarket regulation)が重要な役割を果たすようになって
(19) 

きている。

市場での私的自治の重要性が各国の銀行監督当局により認識されるように

なった背景には，

(1) リスクの評価や管理という情報生産活動における専門化の一段の進展。

(2) 官と民との間における情報格差の拡大。

こうした，新しい流れによって，私的自治の機能が最大限に引き出せるよ

うに誘囚両立的な規制 (incentivecompatible regulation)を行うようになっ

このような，状況のなか，わが国も平成 8 (1996)年11月 橋本龍太郎前
(20) 

首相が「金融システム改革 (B本版ピックバン）」を提唱した。その改革は，

3原則 (Free,Fair, Global)に照らして必要と考えられる改革を実行するも

(19) 鹿野嘉昭 [2001]97-98頁。

(20) 我が国経済が， 21世紀の高齢化社会においても活力を保っていくためには，金融

システムについても， 21世紀の我が国経済を支える優れたものへと変革することが

不可欠。また，グローパリゼーション，情報・通信の技術革新等が進展する中，我が

国金融市場の空洞化を防ぐためにも，市場機能を活性化させることが急務。

このためには，市場の透明性・信頼性を確保しつつ，大胆な規制の撤廃・緩和を始

めとする金融市場の改革を行うことにより，マーケットメカニズムが最大限活用さ

れ，衰源の最適配分が実現される金融システムを構築することが喫緊の課題。
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のであった。

「Free」とは，市場原理が働く自由な市場にすることであり ，「Fair」は，透

明で信頼できる市場にするために，「自己責任原則の確立のために十分な情報

提供とルールの明確化（ディスクロージャーの充実・徹底）」・「ルール違反

への処分の積極的発動」することであった。「Global」は，国際的で時代を先

取りする市場にするため「デリバテイプなどの展開に対応した法制度の整

備・会計制度の国際標準化」 ・ 「グローバルな監督協力体制の確立」を実施

することであった。さらに，「 H本銀行法」の大改正 (1998年） ・「金融庁」

の設置 (2001年）などが実施された。

平成の金融検査制度を見ると，金融検査制度は国内問題にとどまらず「国

際化」およぴ「グローバル化」の進展によって，市場のリスクをチェックす

る機能が一段と進展し，官と民との情報の格差も拡大した。それを是正する

ため，銀行検査制度も公的規制のみならず，市場での私的自治の機能が最大

限に発揮できるような規制へと発展し，外部監査人および内部監査人の責任

が重要視されるようになった。

III 外部監査人（公認会計士）の銀行監査

わが国の外部監査人制度は，昭和 2 (1927) 年「計理士法」制定よりはじ
(21) 

まる。第二次世界大戦をはさんで，新たに外部監査人制度として，昭和23

(1948) 年「公認会計士法」が成立して，株式会社の監査を実施してきた。

しかし，銀行は株式会社にありながら公認会計士による商法および証券取引
(22) 

法に基づく法定監査の対象から除外されていた。昭和49(1974) 年の商法改

(21) 明治42年「日糖事件」によ って，わが国でも公認の職業会計人に株式会社を監査

させるような規定にすべきだという意見が出た。その結果，大正時代には， 5度にわ

たって，「会計士法案」を国会に提出したが実現しなかった。

(22) 松倉太一郎 [1989]12-13頁。その理由として，次の二点があげられている。①

銀行預金の秘密性が守られるか ②金融機関に対しては，すでに監督官庁の厳しい

16 
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正 「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」によって，銀行に

対して商法上の会計監査人による監査制度が導入されると同時に，証券取引

法上も第193条 2第 1項に甚づく政令の附則を改正し，金融機関の株式会社に

ついては， 一般商工業と同様に商法監査，証券取引法監査の両方が同時に実

施されることになった。

当時，銀行監査については，会計監査人側もその一部を除いては銀行会計

についての知識，監査の経験ともに十分ではなく， また，銀行側も外部監査

に対する認識が浅かった。そのため，日本公認会計士協会は，昭和49(1974) 

年に 「銀行監査特別委員会」を設置して， 翌昭和50(1975)年に 「銀行監査

一般指針」・ 「銀行監査手続一覧表」を作成した。この 「銀行監査一般指針」

は，銀行 ・公認会計士側双方の共通の理解のもとに，銀行の公共性から会計

士監査として監査に対する社会一般の負託に応えるための監査の基本を示し

たものであり，

に見てゆく 。

現在に繋がるものである。そのため， その指針の内容を詳細

「銀行監査一般指針」

「銀行監査一般指針」は 7つの項目からなっている。

第 1の 「趣旨」では， 「銀行監査を実施する目的は，他の業種における商法監

査の場合と同じく，株主 ・会社債権者及ぴその他の利害関係者の保護にあり，

特に銀行監査に限った固有の目的を有するものではない。また，釜計藍査入
．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．． ．．．． ．．． ． ．． 
が準拠すべき監査基準は，わが国において一般に認められた監査基準（大蔵. . . . . . . . . . . . . . ................. . 
省企業会計審議会報告）であり，甚本的には他の監査の場合と異なるところ

はない」（傍点は箪者による）と銀行監査の目的と会計監査人が準拠すべき監

査基準について述べている。さらに，銀行の特殊性を十分に考慮して慎重か

つ効率的に監査を実施する必要があることを述べている。

行政下にあるため，改めて公認会計士監査を義務づけることは無用である。

17 
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この指針の具体的適用は，会計監査人は銀行業の特殊性，当該銀行の規模，

組織，業務の内容，内部統制組織の信頼性の程度等を慎重に調査し監査計画

を設定する等，当該銀行の実態に即した合理的な監査を実施しなければなら

ないとした。

第 2の「内部統制の重要性について」では，銀行監査における内部統制組

織の重要性を取り上げている。

その理由は，試査を前提とする監査に於いて，内部統制組織の有効性がひ

とつの監査証拠である。特に，銀行監査では，銀行の特殊性から，内部統制

組織の信頼性が一般商工業の場合に比較してより高度でなければならないこ

とを強調したものである。

第 3の「内部検査等の活用について」では，銀行監査は，内部検査部門と

協力して監査を実施することを認めている。そのために，内部検査部門の独

立性その他の信頼性を確かめることが必要となった。その信頼性を確かめる

ために次の項目を掲げている。

(1) 内部検査部門の主体性

(2) 内部検査の基準，規定等の整備の状況

(3) 内部検査人の数およぴその訓練の状況

(4) 検査計画の適否およぴその実施の状況

(5) 調書の作成およぴその保管の状況

(2) 検査所見形成の過程およぴその結論

さらに，銀行は大蔵省検査（当時）， H本銀行考査に関連して多数の資料を

作成している。これらの作成資料のうち，債権の回収可能性の検討等監査を

実施するうえで利用可能な資料については，その写を入手，又は閲覧し，こ

れらの活用を考慮することが効率的であるとして，限定的にその利用を認め

ていた。

第4の「支店の監査について」では，支店監査の重要性，往査すべき支店
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の選択およぴ予告なし監査について述べている。

その理由は，次の 2点である。

(1) 営業が多数の店舗によって行われており，かつ，流動性の高い項目を

巨額に取扱っているので内部統制組織の有効性を常時，確かめる必要があ

ること。

(2) オンラインシステムに代表されるように，支店業務に係る事務処理が

本部に集中される傾向が強いが，営業取引等に関する重要な監査証拠の多

くは，これらの支店において入手しなければならないこと。

しかし，銀行の業務の同質性に鑑み，通常，すべての支店を往査する必要

はない。往査する支店の選択は，内部統制組織の信頼性の程度を勘案すると

ともに支店の規模，営業の内容などについての配慮が必要である。さらに，

内部検査部門が実施する予告なし検査が信頼できるものであれば，会計監査

人は，当該内部検査部門の実施する予告なし検査に立会い，これを利用して

もよいとしている。

第5の「実査，立会，確認について」は，実査，立会，確認の監査手続の

選択適用について述べている。適用にあたっては，当該銀行の業態，項目の

重要性，内部統制組織の信頼性の程度，実施する方法，時期等を十分考慮し，

実施可能にして合理的な監査を実施しなければならないとしている。

実査，立会では，「実査等の監査手続の実施にあたって，……内部検査部門

の協力を得て，円滑かつ効率的に監査を実施することが望ましい。」と内部検

査部門の協力を得ることが効率的であるとし，確認する場合は，会計監査人

が「銀行の主要業務に係る債権，債務について……原則として確認を実施す

ることが必要である。」しかも，銀行と顧客との信義関係に対する配慮も必要

とされる。さらに，銀行が保管する外部証拠によって合理的な監査結果が得

られる場合には，確認の手段に代替することもできるとしている。

第 6の「銀行の秘密遵守義務について」は，銀行業では，取引先の秘密保
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持の要請が多年の商習慣として確立しており，この秘密遵守義務は債権法上

の信義則に基づく法的な義務であるため，会計監査人は，顧客に対する銀行

の立場を十分に認識し，開示の方法，開示された情報（資料）の取扱等に関

しては，特に慎重でなければならないとしている。

第 7の「EDPSと銀行監査について」は，銀行業が，一般商工業に比し，

EDSPが特に高度に利用されているため，会計監査人は， EDSPに関する十

分な理解をもつことが要求されている。

この銀行監査一般指針はあくまでも銀行監査実施上の碁本的事項について

明らかにされたものであった。その後，昭和56(1981)年に，この一般指針

の見直し問題が起きたが，「旧指針は長年にわたる監査経験に碁づくオーソ

ドックスな考え方を甚調としており甚本的に改正する必要がない」としてそ
(23) 

のまま手は加えられなかった。

90年代のバプル経済の破綻とともに，銀行の不良債権問題の拡大と金融機

図表 9

銀行 等 監 査 特 別 委 員会

3/26 銀行等監査特別委員会の設置
1996 

7/25 第 1号「銀行の海外支店監査に関する実務指針」

1/17 第 2号「銀行等金融機関の内部統制の有効性の評価に関する実務指

針」

1/17 第 3号「銀行等金融機関のデリパティプ取引の監査手続に関する実

1997 務指針」

4/15 第 4号「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並

びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」

7/23 第 5号「銀行等金融機関監査の品質管理に関する実務指針」

1999 
4/30 第 4号（改正）「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の

検証並ぴに貸倒償却及ぴ貸倒引当金の監査に関する実務指針」

(23) 松倉太一郎 [1989]16頁。
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関破綻の増大，銀行の海外拠点における不祥事への対応の不手際などを契機

として，会計基準や会計監査人あるいは監査基準への非難が増加した。その

ような状況の下，平成 8(1996)年「金融システム改革（日本版ビックパン）」

が実施された。その改革では，会計制度および監査制度の「グローバル化」

が図られた。監査制度では，図表 9のように日本会計士協会が「銀行等監査

特別委員会」を設置し， 5つの実務指針を新たに制定した。

さらに，「業種別監査委員会」によって， 4つの取扱い規定が発表された。

図表10

業 種 別 監 査 委 員会

2/15 第 15号「銀行業における金融商品会計基準適用に関する当面の会

計上及ぴ監査上の取扱い」

2000 7/27 第 18号「会計監査と金融検査との連携に関するガイドライン」

11/14第 20号「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する当面の

会計及び監査上の取扱い」

2002 
2/13 第 24号「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及

ぴ監査上の取扱い」

このように「金融システム改革 (B本版ビックバン）」後，公認会計士は，

銀行の外部監査についての社会期待に応えられるように，実務指針およぴ取

扱い規定の改正を実施してきた。しかも，次の節で述べるように，外部監査

人は，国内事情のみならず銀行業の「グローバル化」による国際機関 (BIS

など）の動きをも考慮しなければならないようになった。

IV 国際機関の規制

金融の「グローバル化」の進展によって，各種の投資資金がボーダレスに

自由かつ瞬時に移動する時代になった。そうした資金移動によって引き起こ

される金融システムの連鎖的な破綻への対応が必要となった。そこで，国際

的な金融システムの破綻回避のために，国際銀行業務に従事する各国の大手
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銀行に適用される BIS (国際決済銀行）などの役割が重要視されるように

なった。

BISは，昭和 4 (1929) 年に第一次世界大戦後のドイツから，戦後賠償を

決済するためにスイスのバーゼルに設立された機関である。その後，幾度か

の解散の危機を乗り越えて， BISはその役割を時代とともに変化させながら
(24) 

現在にいたっている。特に昭和63 (1988) 年 7月の「自己資本測定と自己資

本甚準の国際的統一化」（以後バーゼル合意と略称）によって， BISは以前に

も増して世界の金融市場から注目されるようになった。

図表11 アメリカの銀行破綻数

破綻処理／支援件数

S&L 銀行

1980年 21 11 ： 10 

1981年 38 28 ： 10 

1982年 105 63 42 

1983年 84 36 ： 48 

1984年 101 22 79 

1985年 151 31 ： 120 

1986年 191 46 145 

1987年 250 47 ： 203 

1988年 426 205 ： 221 

1989年 244 37 207 

1990年 484 315 ： 169 

1991年 359 232 127 

1992年 191 69 ： 122 

1993年 68 27 41 

1994年 77 64 13 

1995年 ， 3 ： 6 

1996年 6 1 5 

出所：経済企画庁「平成9年度版世界経済白書」より作成

その成立の背景には，次のようなアメリカの強い危機感があった。図表11

は， 1980年代から90年代初頭にかけて，アメリカで銀行破綻が多発したこと

(24) Baker, J. K. [2002]は， BIS成立から現在にいたる BISの歴史が書かれている。
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を表している。銀行の破綻は，景気の過熱とその反動のなかで生じた物価の

急激な上昇と下落，資産・エネルギー価格に対する相対的上昇と下落という

過程において，銀行が過大に負担したリスクがその後の環境変化にともない
(25) 

顕現するというかたちで発生していた。このような状況を抜け出すため，ア

メリカは， 1981年 7月から自国で採用していた自己資本比率を世界的な銀行

の規制とするように， BISのバーゼル委員会に働きかけたのである。

結果，「バーゼル合意」は， 1988年に成立した。その目的は，国際的な銀行

システムの安定性・健全性の強化と，国際的な銀行業務に関わる銀行間の競

争条件の衡平化を確保することにあった。そのため，海外に営業拠点を持つ

金融機関の健全性を示す指標の国際的な統一規制として，自己資本比率を

8%以上とする「自己資本比率規制」が導入されたのである。また，海外に

営業拠点を持たない銀行の場合にも，自己資本比率を 4%以上とすることが

求められた。日本の場合，昭和63 (1988)年12月に大蔵省銀行局長通逹後，

経過期間を経て平成 5 (1993) 年 3月以降実施された。

図表12 BIS規制の動向

1988年7月 自己査本測定と自己資本基準の国際的統一化
1992年末 (B本は 93年3月期） 現行合意の適用開始

1996年1月
市場リスクを自己資本合意の対象に含める改
疋ヽ

1997年末 (B本は 98年3月期） 上記合意の適用開始

1999年6月 新しい合意の第一次市中協議案公表

2001年1月 新しい合意の第二次市中協議案公表

2001年6月
新規制適用時期の延期を発表 (2004から 2005
年へ）

2001年9月
オペレーショナル・リスクに関するワーキング
ペーパー公表

2005年を予定 新しい合意の適用開始

図表12を見ていただきたい。 BISは従来の「バーゼル合意」が信用リスク，

つまり銀行に対して債務を負う主体が支払不能になるリスクしか考慮されて

(25) 鈴木淑夫，岡部光明 [1996]190-216頁。
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いなかったため，規制対象としてマーケット・リスク（金利リスク，価格変

動リスクなど）を取り込む形で拡充が図られた。その結果，平成 7(1995)年

4月には「市場リスクを対象とするためにバーゼル合意の追補を発出するた

めの提案」がなされ，その提案をもとに平成 8年 (1996)年 1月にはマーケッ

ト・リスクを含む形での「パーゼル合意」の改定が図られた。さらに，平成

13 (2001) 年 1月には，第二次市中協議案が公表された。この第二次案では，

新たに自己資本比率規制の枠組みとして①最低所要自己資本 ②監督上の検

証プロセス ③市場規律，からな 3つの柱を相互補完的に活用したアプロー

チが提案されるに至った。銀行監査上，重要視されるのは第 3の市場規律で

ある。それは自己資本の構成内容等に関するディスクロジャーの充実を促し，

市場で銀行行動を規律づけるメカニズムの活用が目指されたためである。

さらに， BISは，デリバティブ取引のリスク管理上の基本原則のひとつと

して，定期的かつ厳格な内部監査および外部監査を実施する必要性をあげて

いる。

図表13は， 90年以後の銀行監査に関する国際協調の過程を表したものであ

図表13

1989年
IFAC「銀行監督当局と外部監査人との関係 (The Relationship Between 
Bank Supervisors and External Auditors)」

IFAC「国際的な商業銀行の監査 (TheAudit of International Commercial 
Banks)」(2001年に「銀行の財務諸表監査」に改正）

1990年 IAS No. 30「銀行及ぴ類似する金融機関の財務諸表における開ホ (Dis-
closures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial 
Institutions)」

1997年
BIS No. 30「実行的な銀行監督のためのコアとなる諸原則 (Coreprinciples 
for effective banking supervision)」

1998年
BIS No. 40「銀行組織における内部管理体制のフレームワーク (Framework
for Internal Control Systems in Banking Organizations)」

1999年
BIS No. 56「銀行組織にとってのコーポレート・ガパナンスの強化 (Enhanc-
ing corporate governance in banking organizations)」

BIS No. 84「銀行の内部監査およぴ監督当局と監査人との関係 (Internal

2001年
audit in banks and the supervisor's relationship with auditors)」

IFAC「銀行の財務諸表監査 (Audits of the Financial statements of 
Banks)」
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る。

このように，現在の銀行監査の規制は，「金融サービス規制・監督当局の国

際機関」の BISと国際証券監督者機構 (InternationalOrganization of 

Securities Commission: IOSCOと略称）と「会計甚準等に関わる国際団体」

の国際会計甚準委員会 (InternationalAccounting Standards Committee: 

IASCと略称）と国際会計士連盟 (InternationalFederation of Accountant: 

IFAC と略称）が国際協調体制の枠組みの中で大きな役割を担うことに

なった。

V むすぴに

本論文は，監査当局である金融庁（旧大蔵省）の金融検査と外部監査人（公

認会計士）と国際機関の監査制度を時代ごとに俯嗽し，どのように銀行監査

制度の実態が変化してきたのかを考察するものであった。

その結果，明治時代の銀行監査制度は，まさに未知の制度のわが国への土

着化の時代であ った。そのため明治時代は，銀行制度の変化によって金融検

査制度が頻繁に制定およぴ改正がなされた時代であった。大正時代の銀行監

査制度は，長期の不況による銀行の破綻をうけて， 「弱小銀行の合併推奨」，

「弱小銀行乱立の防止」，「銀行の資本金充実」などの金融行政を強力に推進

するための金融検査であった。この金融検査制度は，昭和 2 (1927) 年「銀

行法」制定により確立された。昭和時代の銀行監査制度は，戦争のため一時

金融検査は中止されたが，第二次世界大戦後に，監督当局による画ー的で指

揮・命令型の金融検査が実施された。いわゆる「護送船団方式」である。さ

らに昭和49(1974) 年「商法改正」により外部監査制度（公認会計士）が実

施されたが，監督当局による強力な規制のもとでは，その役割を重要視され

ることはなかった。しかし，平成時代になると銀行監査制度は，金融市場，

金融機関業務の「国際化」と世界的な金融の「グローバル化」によって，従
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来の監督当局の規制のみならず，市場での私的自治の機能が発揮できるよう

な規制が重要な役割を果たすようになった。このような状況のもと銀行監査

制度は，市場の透明性を確保するため，監督当局，外部監査，内部監査， BIS

をはじめとする国際機関の連携をいかに確立していくかという新たな問題が

発生している。
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